
議題

（３）碧南市水防災計画修正（案）について
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１ 趣旨

碧南市水防計画

〇 水防法
〇 災害対策基本法
〇 愛知県水防計画

洪水、津波又は高潮による水害を警戒し防御し、被害を軽減するため

目 的

施設等の整備と運用について実施の大綱を示したもの

２ 修正方針

● 愛知県水防計画の記載に合わせ修正

〇 水位周知海岸の指定及び高潮特別警戒水位の設定

〇 水位情報周知を行う水位観測所における基準水位の変更

〇 災害対策基本法の一部改正に伴う修正

● 碧南市各部局における変更事項及び表記の整理等 2



関連資料
資料3-2 碧南市水防計画（案） 第２章第２節 水防管理団体 ｐ８
資料3-3 碧南市水防計画 新旧対照表（案）ｐ４

イ 令和４年４月以降消防団の定員数が変更されるため追記
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関連資料
資料3-2 碧南市水防計画（案） 第９章第１節～第５節 ｐ３６～ｐ４１
資料3-3 碧南市水防計画 新旧対照表（案）ｐ１６～ｐ２２

カ 水位情報の周知を県計画の修正及び記載に合わせ修正

〇 意義の追記
河川の水位情報の周知、水道等の水位情報の周知、高潮の水位情報の周知

〇 高潮周知海岸の指定に伴う追記

〇 高潮特別警戒水位等の指定に伴う追記

海岸名 観測所名 基準水位(m) 発表者

高潮特別警戒水位 三河湾・伊勢湾沿岸 天白川河口 TP2.30 河川課長

高潮警戒水位 三河湾・伊勢湾沿岸 一色 TP 1.90 河川課長

〇 水位情報伝達系統の追記

〇 水位情報等発表文例の追記
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関連資料
資料3-2 碧南市水防計画（案） 第１０章第６節 避難 ｐ５９
資料3-3 碧南市水防計画 新旧対照表（案）ｐ２６～ｐ２７

ク 避難指示等を災害対策基本法改正等に合わせ修正

〇「高齢者等避難」「避難指示」

洪水又は高潮が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又
は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認
めるときは、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため
の立退きを指示する。

洪水又は高潮が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難
のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれ
があると認めるときは、必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での待避その
他の屋内における避難のための安全確保に関する措置を指示する。

〇「緊急安全確保」

災害対策基本法第６０条及び同３項の条文に合わせ修正
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関連資料
資料3-4 碧南市水防計画資料編（案）資料７重要工作物及び管理者一覧表 ｐ８
資料3-5 碧南市水防計画資料編 新旧対照表（案）ｐ６

資料７ 施設廃止のため削除

河川海岸名 名 称 所在地 市所管課 管理者 構 造 備 考

大浜海岸 築山樋門 港本町 下水道課 下水道課 ステンレス鋼製電動スライドゲート

玉津浦樋管 宮町 防災課 第２分団長 木製昇降扉、ピンジャッキ 開閉判断
下水道課

大浜漁港海岸 ５号防潮扉 築山町 防災課 第３分団長 ｱﾙﾐ合金製横引扉

６号防潮扉 防災課 第３分団長 ｱﾙﾐ合金製横引扉

７号防潮扉 防災課 第３分団長 ｱﾙﾐ合金製横引扉

８号防潮扉 防災課 第３分団長 アルミ合金製横引扉

10号防潮扉 防災課 第３分団長 鋼製横引扉

14号防潮扉 浜寺町 防災課 第３分団長 鉄製横引扉 常時閉鎖

浜家樋管 防災課 第３分団長 ｽﾃﾝﾚｽ昇降扉､ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔｰ 開閉判断
下水道課

35号防潮扉 防災課 第３分団長 ｱﾙﾐ合金製横引扉
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